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公益社団法人木更津法人会 職員退職手当規程 

 

 

（目 的） 

第 １ 条 この規程は、公益社団法人木更津法人会（以下「本会」という。）職員就業規則 

     第２９条の規定に基づき、職員の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用範囲） 

第 ２ 条 この規程による退職手当は、職員就業規則第２条１号に定める正規職員 

（以下「職員」という。）に適用する。 

 

（支給対象） 

第 ３ 条 退職手当は、勤続年数が３年以上の職員で、次の各号の一に該当する者に対して 

支給する。 

（１）職員就業規則第２４条に基づき、定年により退職した者 

（２）傷病により死亡または退職した者 

（３）自己の都合により退職した者 

（４）論旨退職の処分により退職した者 

（５）解雇（禁固以上の刑に処せられた場合及び懲戒処分の場合を除く）による退

職 

 

（遺族への支給） 

第 ４ 条 職員が死亡した場合の退職手当は、死亡当時、本人の収入により生計を維持して

いた遺族に支給する。 

２ 前項の遺族の範囲および支給順位については、労働基準法施行規則第４２条 か

ら第４５条の定めるところを準用する。 

 

（支給額） 

第 ５ 条 退職手当の金額は、月給制の職員に対しては退職時の基本給月額、年俸制の職員 

に対しては退職時の月例給与額の８５％相当額をそれぞれ基礎金額とし、これに

＜別表＞に定める勤続年数に応じた支給率を乗じた次の各号の額とする。 

（ｌ）前条第１号及び第２号の事由により、退職または死亡した者に対する退職手

当は、支給率Ａ欄を適用して算出した金額とする。 

（２）前条第３号の事由により退職した者に対する退職手当は、支給率Ｂ欄を 

適して算出した金額とする。ただし、職員が結婚により退職した場合には、 

Ｂ欄に０．５を加算した支給率を適用して算出した金額とする。 

   ２ 前条第４号及び第５号の事由により退職した者に対する退職手当は、会長がこれ 

を定める。 

    

（勤続年数） 

第 ６ 条 勤続年数の算定は次のとおりとする。 

（ｌ）採用の日より起算し、退職の日までとする。 

（２）職員就業規則第７条に定める試用期間については、勤続年数にする。 

（３）１年未満の端数は月割計算を行うものとし１カ月未満の端数は繰り上げる。 

（４）職員就業規則第１２条～第１５条に定める産前産後の休業、育児休業、介護
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休業並びに職員就業規則第２１条に定める休職期間については、勤続年数に

算入しない。 

 

（金額の端数計算）  

第 ７ 条 退職手当の端数計算において、円未満の端数があるときはこれを切り上げる。 

 

（支給時期） 

第 ８ 条 退職手当の支給は、退職日の翌日から起算して原則的に８週間以内にその全額を 

支払う。 

 

（控 除） 

第 ９ 条 退職手当を支給する場合には、次の各号に掲げる金額を控除する。 

（ｌ）法律の定めにより控除することとされている金額 

（２）職員が本会に負う債務で確定している金額 

 

（功労金） 
第１０条  会長は、在職中特に功労顕著であった者に対して、所定の退職手当のほかに 

「功労金」を付加することができる。 

 

（改 廃） 

第１１条  この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

附     則 

この規程は、令和２年９月１７日の理事会で承認され、 

令和３年４月１日から適用する。 
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           ＜別 表＞ 支給率（第５条関係） 

 

  勤続年数    支  給  率 
 

 

 

 

  <注> Ｂ欄の数値は、年数により 

      Ａ欄の５０％～８０％ 

 Ａ  欄  Ｂ  欄 

 ３年   ３ Ａの０，５ 

 ４年   ４  

 ５年   ５  

 ６年  ６，５  

 ７年  ８  

 ８年   ９，５  

 ９年  １１  

１０年 

 

１２，５ Ａの０，６ 

１１年 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４  

１２年 １５，５  

１３年 

 

 

 

１７  

１４年 １８，５  

１５年 ２０  

１６年 ２１，５  

１７年 

 

 

２３  

１８年 ２４，５  

１９年 ２６  

２０年 ２７，５ Ａの０，７ 

 ２１年 ２９，５  

２２年 ３１，５  

２３年 ３３，５  

２４年 ３５，５  

２５年 ３７，５  

２６年 ３９，５  

２７年 ４１，５  

２８年 ４３，５  

２９年 ４５，５  

３０年 ４７，５  Ａの０，８ 

３１年 以下同率  以下同率 

３２年   

３３年   

３４年   

 

 

 

 

 


